（表）　　　　　　　　　　　　　　太枠内をご記入ください。
	マキノグラウンド施設等使用申込・承認書

　　　　　　　　

	使用日時
	開始
平成　　　　年　　　　　月　　　　　日
	午前
午後
	時  　　分から

	
	終了
平成　　　　年　　　　　月　　　　　日
	午前
午後
	　　時  　　分まで

	使用人員
	市内市外の別
	小学生以下
	中学生
	高   校   生
	大 人
	計

	
	市   内
市   外
	人
　
	人

	人

	人
　
	人
　

	使用目的または用途
	　

	使用施設等
	施設等
	区      分
	備      考

	
	グラウンド
	全面　・　半面　（どちらかに○）
	

	
	照明施設
	全灯　・　半灯　・　なし　（いずれかに○）
	

	
	器具・備品
	
	　

	その他必要事項等
	
	　

	　上記の使用について承認します。なお条件が付されている場合はこれを遵守し、使用料等が必要な場合は別紙納入通知により納入してください。
高島市教育委員会　　　　　
	受付印


	附帯条件
	　裏面記載の注意事項を遵守すること。
· グラウンド使用後は整備をして現状復帰してください。
	

	
	
	承認印



	
	· 使用した道具、整備用具等は必ず元の場所に戻してください。
· 持ち込んだもの、活動により生じたゴミ等は必ずお持ち帰りください。
※　グラウンド使用料１時間当たり　　　　　　　　円
※　照明代　１時間当たり　　　　　　　　　　　　円
※　雨天で使用しない場合は、当日の8：30～9：00までに連絡してください。
マキノ土に学ぶ里研修センター内マキノ公民館　TEL　0740－27－1131
	

	
	
	担当印




(注)　この承認書は使用の際受付に提示してください。
(裏)
	施設等使用上の注意事項

	1　使用料の納付
	　使用料は、使用開始の際に納付してください。
　なお、納付された使用料は、相当の理由があると認めたとき以外は、原則としてお返しいたしません。

	2　使用内容の変更または取消し
	　既に承認を受けた使用内容を変更し、または取り消そうとするときは、速やかに使用変更申込書(取消届)にこの承認書を添えて提出し、承認を受けてください。(使用期日の直前に変更等の申出があった場合、都合により変更できない時があります。)

	3　権利譲渡、目的外以外の禁止
	　承認を受けた施設等の使用を他人に譲渡もしくは転貸し、または使用目的以外に使用することはできません。

	4　設備の改造等
	　施設等の使用上特別の設備をし、または造作を加え、あるいは備付けの備品以外の用具を持ち込んで使用する場合は、事前に承認を得てください。

	5　使用の禁止
	　次のいずれかに該当する場合は、使用を中止または制限することがあります。
(1)　暴力をふるう等、他人に迷惑を及ぼしたとき、またはそのおそれがあると認められたとき。
(2)　故意に施設等を損壊もしくは滅失したとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3)　許可なく施設等の原状を変更したとき。
(4)　許可なく所定の場所以外に出入し、または附属設備等操作使用したとき。
(5)　所定の場所以外で飲食もしくは喫煙し、または火気を使用したとき。
(6)　許可なく危険物・動物類、または不潔物を持ち込んだとき。
(7)　許可なく車両を進入させたとき。
(8)　使用承認条件に違反したとき。
(9)　その他施設等の管理運営上不適当と認められる行為をしたとき。

	6　機械・器具の操作
	　すべて係員の指示に従ってください。また、使用承認を受けていない器具等の使用はできません。

	7　原状回復
	　使用後または使用の中止を命じられたときは、グラウンドを整地するとともに周辺を清掃し、原状に復してください。

	8　危険の負担
	　使用者の故意もしくは過失により使用者、管理者または第三者が受けた損害は、すべて使用者の責任とします。


申込者　


(住所)　〒


　　


(団体名)　　　 


(代表者)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様


(使用責任者)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様


(電話)　　      

















使用料（市内無料）


　	１時間　半面　１４００円


		全面　２８００円


照明使用料（市内半額）


	１時間	半面　２８００円


		全面　５６００円














